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第１章 はじめに 

 

１ 策定の背景・目的 

わが国においては、少子高齢化の進行とともに人口減少時代に突入しており、社会

全体が縮小し、国内市場の売り上げ減少や人手不足の深刻化、社会保障制度の崩壊等

の様々な問題の発生が懸念されています。 

本市においても、平成 17年（2005年）の 79,454人をピークに人口の減少局面に入

っており、今後、将来的な人口は大幅に減少し、国立社会保障・人口問題研究所（以

下、「社人研」という。）の推計に準拠した算出によると、令和 52年（2070年）には

約４万人にまで減少すると予想されています。 

このような状況に対応し、本市の持続的な発展に向けた取組を推進するため、平成

27 年（2015 年）に地方創生に向けた取組の方向性等を示した「館林市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定しました。 

さらには、令和３年（2021年）に「第２期館林市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（以下、「第２期総合戦略」という。）を策定し、地方創生等に係る取組の強化に取り

組んできました。 

このよう中、第２期総合戦略の計画期間が令和７年度（2025年度）をもって終了す

ることから、本市の実情に応じた今後の目標、施策の基本的方向や具体的な施策等を

示す「第３期館林市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「第３期総合戦略」と

いう。）を策定するものです。 

 

２ 計画期間 

  令和８年度（2026年度）から令和 12年度（2030年度）の５年間とします。 

 

３ 位置づけ 

本市では、まちづくりの基本方針となる市の最上位計画である「館林市第６次総合

計画（後期基本計画）」（以下、「総合計画」という。）における重点テーマとして「人

口減少対策」を位置付け、本市の持続的な発展を目指し、各種取組を進めることとし

ています。 

この第３期総合戦略は、総合計画で示す施策をはじめ、国及び県の総合戦略等との

整合性に留意しながら、地方創生を目的とする取組をさらに推進していくための計画

として位置付けます。 
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【総合計画と総合戦略の関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の構成 

  第３期総合戦略では、これまでの地域の様々な社会課題解決や魅力向上等を図る取

組を継承しつつ、さらに発展していくため、「地域ビジョン（地域が目指すべき将来

像）」を明示し、その実現を図るための「目標」、「基本的方向」、「具体的な施策」、「具

体的な事業」及びそれらの成果を検証するための「数値目標」、「重要業績評価指標（Ｋ

ＰＩ）」を設定するものとします。 

 

【構成のイメージ図】 
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５ 推進体制 

第３期総合戦略の策定にあたっては、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、

労働団体、メディア、士業などの様々な分野の有識者で構成される「館林市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略策定委員会」を設置し、幅広い知見からの意見を伺いながら、

検討を行いました。 

また、本計画を効果的且つ着実に推進していくために、「館林市まち・ひと・しご

と創生総合戦略策定委員会」同様、様々な分野の有識者で構成される「館林市まち・

ひと・しごと創生総合戦略策検証委員会」により、毎年度、各種施策の実施状況や数

値目標及び重要業績評価指標ＫＰＩの推移を把握・検証を行います。 

その検証を通じて、ＰＤＣＡサイクルを運用し、次年度の事業を改善するプロセス

を実践します。 

 

 

【推進体制のイメージ図】 
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第２章 計画の方向性 

 

１ 政策体系 
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２ 地域ビジョン 

  第３期総合戦略の地域ビジョン（地域が目指すべき理想像）については、市の最上

位計画である総合計画との関連性を鑑み、計画に掲げる「将来都市像」と同様としま

す。 

 

 

 

 

 

 

  ≪将来都市像（地域ビジョン）について≫（総合計画より抜粋） 

   第５次総合計画におけるこの１０年間は、全国各地において自然災害が多発

した期間でありました。災害多発期に入ったともいえるこうした状況に備え、今

後もより一層の水防災意識社会づくり、大規模地震に対する強靱なまちづくり

が求められます。加えて、新型ウイルスなどをはじめとする感染症対策において

も、万全なリスク管理が重要になってきたといえます。 

   一方で、社会全体としては、人口減少化時代を見据えて、東京一極集中を回避

でき、本市が持続できる人口規模を維持していけるよう、今後１０年の対策を講

じる必要があります。 

   そうした多くの課題を抱える中ですが、令和元年に本市の「里沼」が日本遺産

に認定されました。多くの沼を母胎に持つ館林が、長い歴史をかけて築いてき

た、人と自然の調和した沼辺文化が、まさに評価されたものです。 

   四季折々の草花に彩られ、豊かな鳥のさえずりに耳をすまし、米麦の田園風景

に目を潤されながら、館林の人々は日々、自然に心を抱かれています。先人から

引き継がれた、美しい環境を、今後も保全しながら、自然との共生を図ってまい

ります。 

   郷土に誇りを持ち、地域の課題を共有できる、協働、共創、公民の連携による

まちづくりを進めるとともに、自然災害、環境問題、人口問題、産業構造など、

あらゆる面において強靱で持続可能な里沼のまちを目指すとした「里沼の息づ

く 次世代へ安心をつなぐ 暮らしやすいまち 館林」を第６次総合計画の将

来都市像といたします。 

 

  

【地域ビジョン】 

里沼の息づく 次世代へ安心をつなぐ 暮らしやすいまち 館林 
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３ 基本目標及び基本的方向 

前述のとおり、国内では人口減少の加速が顕著であり、本市においても、このまま

特段の対策を行わなければ人口が急速に減少することが見込まれます。 

人口減少が進行すると、社会全体が縮小し、人手不足の深刻化や社会保障制度の崩

壊等の様々な問題の発生が懸念されることから、本市の持続的な発展に向けて「人口

減少対策」を念頭に置いた地方創生施策の展開が急務となっています。 

そのようなことから、本市では、まちづくりの基本方針となる市の最上位計画であ

る総合計画における重点テーマとして「人口減少対策」を位置付け、人口減少の要因

となる、「自然減」と「社会減」の２つの側面それぞれに対応した取組を進めるとと

もに、人口減少が進行した状況下においても市民サービスを維持するための「持続可

能な行政運営」を目指すこととしています。 

こういった背景を踏まえ、第３期総合戦略においては、「人口減少対策」を念頭に

置きながら、国が地域の社会課題解決や魅力向上を図るために必要であると示す、「デ

ジタルの力を活用しつつ①地方に仕事をつくる、②人の流れをつくる、③結婚・出産・

子育ての希望をかなえる、④魅力的な地域をつくる」という４つの目標を達成できる

よう、次のとおり基本目標を定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標１】まちの活力を高め、安定したしごとをつくる 

【基本目標２】まちの魅力やにぎわいを創出し、新しい人の流れをつくる 

【基本目標３】結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子どもたちを育む 

【基本目標４】誰もが安全・安心に暮らせる、魅力的なまちをつくる 
 

 これらの基本目標の達成に向け「デジタルの力」を活用し取組を下支え 
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 ⑴ 基本目標１「まちの活力を高め、安定したしごとをつくる」 

 

数値目標 

指標名 現状値（R6） 目標値（R12） 

市内製造業企業数 219社 230社 

市内製造業従業者数 8,202人 8,600人 

 

  ≪基本的方向≫ 

   ○ 事業中の産業団地の造成の着実な実施と、継続した団地開発に向けた検討を

進め、税収や雇用面で魅力がある製造業等の企業の誘致を推進します。 

   ○ 地域の事業者に向けた各種支援を実施するとともに、関係機関と連携し、働

きやすい職場環境の整備や市内企業の魅力発信等を進め、市内への就職の促進

に取り組みます。 

 

 

 ⑵ 基本目標２「まちの魅力やにぎわいを創出し、新しい人の流れをつくる」 

    

数値目標 

指標名 現状値（R6） 目標値（R12） 

社会増減数 234人 300人 

観光入込客数 1,519,158人 1,650,000人 

 

  ≪基本的方向≫ 

○ 本市の魅力の発信やきめ細やかなサポートによる移住・定住の促進を図ると

ともに、市外の方が地域と関わる機会を提供する官民連携の取組の実施等によ

り、地域の活性化に繋がる関係人口の創出・拡大を図ります。 

○ 世界一のつつじや日本遺産「里沼」、歴史ある街並み等のまちの資源の効果

的な発信及び本市のブランドイメージの向上に官民連携により取り組むとと

もに、まちなかの賑わい向上に繋がる公共空間の効果的な利活用等により、魅

力的なまちづくりを推進します。 
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 ⑶ 基本目標３「結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子どもたちを育む」 

 

数値目標 

指標名 現状値（R6） 目標値（R12） 

自然増減数 △735人 △1,200人 

合計特殊出生率 0.95（R5） 1.42 

 

  ≪基本的方向≫ 

   ○ ライフスタイルの多様化を踏まえ、結婚を希望する方に対する経済的支援や

出会いの機会の提供など、様々な婚活支援に取り組みます。 

○ 妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援を充実させるとともに、よりよい

教育環境を整備することにより、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進し

ます。 

 

 

 ⑷ 基本目標４「誰もが安全・安心に暮らせる魅力的なまちをつくる」 

 

数値目標 

指標名 現状値（R6） 目標値（R12） 

住みよさランキング 

（東洋経済新報社都市データパック） 
379位 210位 

行政手続きのオンライン化に 

関する市民満足度 
3.6 / 5.0 4.0 / 5.0 

 

  ≪基本的方向≫ 

   ○ 大規模な地震や風水害などの災害、交通事故、犯罪など、様々な危険から生

命及び財産を守るとともに、快適で便利な都市基盤の整備を進め、市民の安全・

安心な暮らしを確保します。 

○ 子どもからお年寄りまで誰もが生きがいを持って暮らせる地域をつくると

ともに、ＤＸの推進等による市民の利便性向上や行政コストの削減を図り、持

続可能なまちづくりを推進します。 
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写真等 
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４ 重点的な取組 

まちを持続させるために必要不可欠な「人口減少対策」について、第３期総合戦略

における４つの基本目標と横断的に関連付け、各種施策に重点的に取り組みます。 

人口減少の要因として、「自然減」と「社会減」の２つの側面があることから、「自

然減」と「社会減」のそれぞれに対応した取組を進める必要があり、「自然減対策」と

しては「子育て世代への支援の充実」を、「社会減対策」としては「まちの活力とにぎ

わいの創出」に資する取組を強化します。 

また、人口減少が進行した状況下においても市民サービスを維持する必要があるこ

とから、「持続可能な行政運営」を行うため、「自然減対策」「社会減対策」の双方を下

支えする取組として「ＤＸの推進」を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪重点的な取組≫人口減少対策 

 

【自然減対策】子育て世代への支援の充実 

① 結婚を希望する方への支援 

② 妊娠・出産・子育て期の 

切れ目のない支援 

③ よりよい教育環境の整備 

 

【社会減対策】まちの活力とにぎわいの創出 

 ① 移住・定住の促進と 

関係人口の創出・拡大 

 ② 企業誘致の推進と地域産業の支援 

 ③ 魅力的なまちづくりの推進 

 

【持続可能な行政運営】ＤＸの推進 

 ① 市民サービスのデジタル化 

 ② 庁内業務のデジタル化 
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５ 「デジタルの力」の活用 

 ⑴ 背景 

ア 社会におけるデジタル化の動向 

    総務省がとりまとめた「情報通信白書令和６年版」によると、ＡＩをはじめと

するテクノロジーの進化が著しく、特に生成ＡＩについては産業から人々の生活

まであらゆる分野に影響が及ぶものであることが示されています。 

    また、今後、国においても光ファイバや携帯基地局などの整備を進めるととも

に、光電融合技術など最先端技術を用いた大容量・低遅滞・低消費電力の通信イ

ンフラの推進に取り組み、社会のさらなるデジタル化に取り組んでいくことが示

されています。 

  イ 自治体のデジタル化に向けた国の動向 

総務省では、令和２年（2020年）の「デジタル・ガバメント実行計画」におけ

る自治体関連の各施策について、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具

体化するとともに、総務省及び関係省庁による支援策等をとりまとめた「自治体

ＤＸ推進計画」を策定しました。この計画に基づいて、各自治体は情報システム

の標準化・共通化や行政手続のオンライン化、ＡＩやＲＰＡの利用促進などに取

り組むことが求められています。 

また、総務省は令和３年（2021年）に、ＤＸを推進するにあたって想定される

一連の手順を示す「自治体ＤＸ推進手順書」を公開しています。なお、「自治体Ｄ

Ｘ推進計画」および「自治体ＤＸ推進手順書」は令和７年（2025年）に 4.0版に

更新されています。 

 

 ⑵ 「デジタルの力」を活用し取組を下支え 

   前述のとおり、国内では、ＡＩをはじめとするテクノロジーの進化など、急速な

デジタル技術の発展により、社会全体のデジタル化が進んでいます。 

また、少子高齢化による人口減少社会の進行、社会情勢の変化に伴い多様化する

市民ニーズへの対応、行政手続のデジタル化が求められている中で、デジタルの力

の活用が必要不可欠となっています。 

このような背景を踏まえ、本市においても、市民の利便性向上や地域経済の活性

化、さらには持続可能な行政運営の実現に向けた行政コストの削減及び事務効率化

を図るため、令和６年（2024年）に策定した「館林市ＤＸ推進計画」などに基づき

ながら、デジタルの力を効果的・効率的に活用し、第３期総合戦略における４つの

基本目標が達成できるよう、各種取組をしっかりと下支えしていきます。 

  

※取組の評価は「館林市ＤＸ推進計画」の検証に併せて実施 



12 

 

【「重点的な取組」と「デジタルの力の活用」に係る取組の例】 
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６ 国の「地方創生 2.0」の考え方との整合 

  令和６年１２月に、国より「『強い』経済と『豊かな』生活環境の基盤に支えられ

る多様性の好循環が『新しい日本・楽しい日本」を創る」ことを目指す姿とする、

当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、人口

規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じ、地方を元気にする

ための「地方創生 2.0」という新たな考え方が示されました。 

そのような中、令和７年６月に、国において「地方創生 2.0基本構想」が閣議決

定され、地方創生の推進に向けた動きがより活発化しています。 

  このようなことから、本市においても、今後示される「地方創生 2.0」における

様々な政策等について、適宜適切に施策などに反映し、若者や女性に選ばれる、誰

もが安心して暮らし続けられ、一人ひとりが幸せを実感できる地方の創出に向け取

り組んでいきます。 

 

 

【参考】「地方創生 2.0」における政策の５本柱（「地方創生 2.0 基本構想」（概要）より） 
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写真等 
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第３章 基本目標達成に向けた具体的施策 

１ 基本目標１「まちの活力を高め、安定したしごとをつくる」 

 ⑴ 産業の振興 

  ① 新規団地の造成と拡張 

事業中の北部第四工業団地と大島工業団地を着実に進め、企業の進出ニーズに

応えるとともに、継続した団地開発に向けた検討・調整を進めます。 

② 企業誘致の推進 

事業中の工業団地へ、税収や雇用面で魅力がある製造業などの企業の誘致を進

めます。 

③ 企業の連携・事業承継の支援 

中小企業者の後継者不足の解消、事業継続のため、関係機関と企業情報を共有

し、親族内承継や企業間の連携、企業合併・買収などの事業承継を支援します。 

④ 産学官金連携の推進 

新たな商品・技術・サービスの創出によるものづくりへの関心を高め、雇用拡

大につなげるよう、工業・商業・農業分野の事業者と高校・大学などの教育機関・

研究機関、行政機関及び金融機関の連携を推進します。 

⑤ 経営の支援 

経営の安定や競争力の向上のため、事業所の経営診断を積極的に推進し、制度

融資の充実及び新製品・新技術の開発、企業力アップ、販路拡大、事業マッチン

グ、情報提供、経営相談などの支援を行います。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

従業員１人当たりの付加価値額 
1,490万円 

（令和５年度） 
1,550万円 

製造業を営む事業所の従業員１人当たりが一定期間に生み出した価値の額 

製造品出荷額等 
3,311億円 

（令和５年度） 
3,500億円 

事業所の１年間の製造品出荷額、加工賃収入額及びその他の出荷額の合計 

市内工業団地等面積 228.4ha 311.2ha 

市内の工業・産業・流通団地の面積の合計 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １７産業 

  



17 

 

⑵ 商業の活性化 

 ① 個性がある商店の集積 

   公民連携を推進して、個性がある商店の集積に取り組み、エリアの価値を高め

ます。 

 ② アントレプレナーの発掘・育成と遊休不動産の活用 

   まちの当事者となって活躍するアントレプレナーを発掘・育成し、遊休不動産

を活用することによって地域の稼ぐ力や価値を高めます。 

 ③ 経営の支援 

専門家の助言などの外部評価により、商店の強みを生かした商品・サービスを

提供することによって消費者に選ばれる店舗づくりを支援するとともに、消費者

の利便性向上のため、キャッシュレス決済の推進やインバウンド集客、デジタル

技術などを活用した経営を支援します。 

 ④ たてばやしブランドの構築と認知度の向上 

   地域の特性や風土、歴史と文化に基づくたてばやしブランドの商品を開発し、

地域内外に広めることによって、商店の売上げ増加と地域経済の活性化を推進し

ます。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

創業塾受講後に創業した件数 ２件 ２件 

創業塾を受講した後に市内で創業した件数 

商店店舗診断件数 ４件 ４件 

商店店舗診断を受けた商店の数 

遊休不動産の利活用件数 ３件 ３件 

市の事業（創業・リノベーションまちづくり・空き店舗情報システム）によって、遊休不

動産が常設店舗やイベントに利用された件数の合計 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １８商業 
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⑶ 労働環境の整備 

  ① 若年層の市内就職の促進 

若年層に対し市内企業の魅力を積極的に発信し、企業に対する関心を高めると

ともに、学校と連携したキャリア教育などを通じて、若年層の市外流出抑制とＵ

Ｉターンなどの就職の促進を図ります。 

② 労働環境の整備・改善と就労支援 

働く意欲のある全ての方が、性別や年齢、障がいの有無、国籍などを問わずそ

の能力を発揮できるように、公共職業安定所や県、商工会議所などの関係機関と

連携し、働きやすい職場環境整備など雇用環境の向上を図るとともに、個性に合

った就労支援に努めます。 

③ ワーク・ライフ・バランスの取組促進 

国や県などと連携して労働関係法令やワーク・ライフ・バランスに係る周知に

努め、デジタル技術などを活用した多様で柔軟な働き方ができる環境の実現に向

けて、市民の理解や企業・事業所などの主体的な取組を促進します。 

④ 勤労者向け融資制度の維持 

勤労者を対象とした住宅資金や生活資金の融資制度を維持し、セーフティネッ

トの役割を果たしていきます。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

企業ガイダンス参加者数 330人 200人 

企業ガイダンスを利用した方の数 

ＵＩターン支援奨励金の受給労働者数 

※数値目標と同 
30人 25人 

ＵＩターン支援奨励金の支給を受けた対象労働者の数 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １９労働環境 
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⑷ 農業の振興 

 ① 営農環境の整備 

地域における農業において、中心的な役割を果たす農業者（中心経営体）を決

め、地域自らの話し合いと併せ、農地機能の維持に資する多面的機能支払交付金

事業も活用することによって解決する体制づくりを推進するほか、ほ場整備事業

などの基盤整備による農地の集積・集約化とともに、老朽化した水利施設の修繕・

改修や新たな担い手の育成を図るなど、営農環境を整備します。 

② 付加価値の向上と効率化 

市内で生産される農産物の付加価値を高めるために、農商工連携や６次産業化、

有機農業や自然農法など多様な農家・農業法人の取組への支援により、農産物の

ブランド化及び販路拡大を推進するとともに、農業の効率化に向けて、魅力ある

職業とすべくＩＣＴなどを活用したスマート農業の推進を図るほか、環境負荷軽

減に配慮した病害虫対策を実施し、持続可能な農業の実現を目指します。 

③ 食に対する意識の向上 

消費者のニーズに応じて、安全安心でおいしく新鮮な農産物づくりを推進する

とともに、「食と農」をテーマとした交流事業などを通じて、地産地消、食育など

に対する市民意識の向上を図ります。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

担い手の農地利用集積状況 64.7％ 68.0％ 

耕地面積のうち、担い手へ集積された農地面積 の割合 

農業産出額 59.2億円 61億円 

農業生産活動による最終生産物の総算出額（耕種、畜産、加工農産物） 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２０農業 
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２ 基本目標２「まちの魅力やにぎわいを創出し、新しい人の流れをつくる」 

⑴ 歴史ある文化の振興 

 ① 芸術文化活動の拠点施設の充実 

芸術活動や文化活動の拠点となる施設の充実を図ります。 

② 芸術文化活動の推進 

優れた芸術を鑑賞する機会を充実させるとともに、芸術文化活動の場の提供や

新たな芸術文化創造の支援に努めます。 

③ 文化財の保存・継承・活用に向けた環境整備 

文化財の保存・継承・活用に必要な施設や設備、制度や体制の整備を市民とと

もに取り組みます。 

④ 郷土の歴史文化を学ぶ機会の充実 

郷土の歴史や文化について市民が学び興味・関心を持つ機会の充実を図ります。 

⑤ 歴史文化の活用によるまちづくりの展開 

歴史文化のもつ特徴や魅力を、教育や生涯学習、観光・産業振興や都市整備な

どの分野で生かしたまちづくりを展開します。 

⑥ 日本遺産「里沼」を活用した地域の魅力発信や環境整備 

日本遺産「里沼」認定による、日本遺産のストーリーやブランド力により郷土

の歴史文化の魅力を発信し、観光・産業振興などの分野に生かせるよう環境を整

備します。 

⑦ 官民連携による日本遺産「里沼」の活用内容の充実 

民間事業者や地域活動者などと連携しながら、世代やライフスタイルごとに楽

しめる、日本遺産「里沼」体感プログラム・講座などを充実させます。 

  

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

文化財関連施設年間入館者数 29,704人 31,000人 

市内の文化財関連施設における年間入館者数 

日本遺産・里沼の構成文化財の活用が行われた件数 32件 30件 

民間事業者などにより、構成文化財を催事などで活用した件数 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １５文化 
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⑵ 観光の振興 

 ① 観光資源の創出と活用 

世界一のつつじや日本遺産「里沼」などの既存の観光資源の磨き上げに取り組

みながら、体験型などの新たな観光資源を創出し、それらを効果的に活用するこ

とにより、交流人口の拡大に取り組み、地域経済を発展させます。 

② 多様な観光客への対応 

里沼体感や産業観光、アニメツーリズムなどの様々な魅力ある観光資源を取り

入れ、外国人を含む多様な観光客に楽しんでもらえるよう、観光分野でのＩＣＴ

やＩoＴなども活用しながら受入体制の充実と時代を捉えた情報提供を行います。 

③ 連携によるブランドの発信 

地域住民と観光に関係する事業者や団体が連携した実効性のある取組により、

館林のブランドを全国に発信するとともに、公民による広域での連携を強化し、

広域観光周遊ルートづくりを目指します。 

④ 四季を通して愛される公園づくり 

「つつじのまち」としてのＰＲを推進するとともに、令和６年度に再開したサ

イクリングターミナルを拠点として、公園をはじめ、公共空間の利活用を推進し、

四季を通じて交流人口の拡大やにぎわいの創出を目指します。 

⑤ 観光資源の継承と普及啓発 

樹齢 800 年を超えるヤマツツジの古木群など貴重な文化財でもあるつつじの

保護、保存、育成や日本遺産「里沼」に象徴される豊かな自然の保全など観光資

源の継承に努め、普及啓発を図りながら活用することで、更なる価値の向上に努

めます。  

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

つつじまつり外国人訪問者数 3,697人 12,000人 

つつじまつりの有料期間中につつじが岡公園に入園した外国人数 

観光ボランティアガイドの登録者数 41人 80人 

観光ボランティアガイドの登録者数 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２１観光 
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⑶ まちのにぎわいの創出 

① 移住・定住の促進 

本市のたくさんの魅力を市内外に広く発信し移住・定住を促進するとともに、

若者に対する進学や就職の機会を捉えた情報発信・支援などを行うことにより、

人口減少の抑制に努めます。 

② 関係人口の創出・拡大 

まちの魅力の積極的な発信や、市外の方が地域と関わる機会を提供する官民連

携の取組の促進などにより、地域の活性化に繋がる関係人口の創出・拡大を図り

ます。 

③ 空き家の利活用の推進 

市内の空き家を有効活用するため、情報提供や支援など利活用を推進します。 

④ 個性がある商店の集積※再掲 

公民連携を推進して、個性がある商店の集積に取り組みます。 

⑤ アントレプレナーの発掘・育成と遊休不動産の活用 ※再掲 

まちの当事者となって活躍するアントレプレナーを発掘・育成し、遊休不動産

を活用することによって、地域の稼ぐ力や価値を高めます。 

⑥ コンパクトシティの推進 

交通インフラの強化により周辺地域との連携を図りつつ、人口規模に見合った

コンパクトシティを目指すため、立地適正化計画を推進してまちなかへ居住と都

市機能を誘導します。 

⑦ ウォーカブルなまちづくりの推進 

まちのにぎわい再生に向け、移住定住促進などの人口減少対策、商業振興・観

光施策及び都市機能をまちなかへ適正に誘導することと併せ、路地も含めた街路

空間の利活用により、ウォーカブルなまちづくりの推進に努めます。 

⑧ 市民協働によるまちづくり 

地域性や独自性を生かし、市民がイベントを企画、運営できるよう自立した組

織づくりを推進します。 
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 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

移住・定住の相談人数 81人 100人 

窓口やイベントなどにおける移住・定住の相談人数 

空き家バンク登録物件利活用件数 ３件 ５件 

空き家バンクに登録された空き家の利活用件数 

遊休不動産の利活用件数（再掲） ３件 ３件 

市の事業（創業・リノベーションまちづくり・空き店舗情報システム）によって、遊休不動産

が常設店舗やイベントに利用された件数の合計 

居住誘導区域の人口密度 39人/ha（R2） 39人/ha 

立地適正化計画に定める居住誘導区域内の人口密度 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １８商業、２２まちのにぎわい、２３土地利用、２５居住環境 
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⑷ まちの魅力の発信 

  ① 市の魅力発信 

行政と民間が連携し、まちの魅力を効果的に発信することで、市の知名度と地

域への愛着の向上を図ります。 

  ② 日本遺産「里沼」を活用した地域の魅力発信や環境整備 

日本遺産「里沼」認定による、日本遺産のストーリーやブランド力により郷土

の歴史文化の魅力を発信し、観光・産業振興などの分野に生かせるよう環境を整

備します。 

  ③ 連携によるブランドの発信 

地域住民と観光に関係する事業者や団体が連携した実効性のある取組により、

館林のブランドを全国に発信するとともに、公民による広域での連携を強化し、

広域観光周遊ルートづくりを目指します。 

④ 四季を通して愛される公園づくり 

「つつじのまち」としてのＰＲを推進するとともに、令和６年度に再開したサ

イクリングターミナルを拠点として、公園をはじめ、公共空間の利活用を推進し、

四季を通じて交流人口の拡大やにぎわいの創出を目指します。 

  ⑤ たてばやしブランドの構築と認知度の向上※再掲 

地域の特性や風土、歴史と文化に基づくたてばやしブランドの商品を開発し、

地域内外に広めることによって、商店の売上げ増加と地域経済の活性化を推進し

ます。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

ホームページへのアクセス数 4,560,632件 5,500,000件 

館林市公式ホームページの各記事にアクセスした年間件数 

市公式 Xのフォロワー数 4,605人 6,350人 

館林市公式 Xのフォロワー数 

市公式 LINEの友だち登録者数 11,115人 25,000人 

館林市公式 LINEの友だち登録者数 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １５文化、１８商業、２１観光、２２まちのにぎわい、３０情報の共有 
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写真等 
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３ 基本目標３「結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子どもたちを育む」 

 ⑴ 結婚を希望する方への支援 

  ① 婚活の支援 

ライフスタイルの多様化を踏まえ、結婚を希望する方に対する経済的支援など

の婚活支援を行います。 

  ② 出会いの機会の提供 

様々な機関や団体などと連携し、結婚を希望する方の出会いの機会の提供に努

めます。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

婚姻数 235組（R5） 220組 

本市に婚姻届を提出し、婚姻が認められた件数 

市の支援による婚活イベントなどへの参加者数 86人 100人 

市が実施もしくは支援したイベントなどへの参加人数 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２２まちのにぎわい 
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⑵ 子育て支援の充実 

 ① 妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援 

予防を柱とした母子保健の充実を図るとともに、母子保健・児童福祉の両機能

の一体的な支援体制を整え、妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない発達や成

育の支援を推進します。 

② 地域子育て支援の推進 

児童虐待予防のための啓発に努めるほか、子育てに関する情報発信や相談体制

を整え、親子が安心して利用できる居場所や交流の場の充実を図るとともに、学

校施設の利活用や児童館、放課後児童クラブなど、子どもが安全に安心して過ご

せる居場所の充実を図ります。 

③ 質の高い保育サービスの充実 

就業形態や保育ニーズの多様化に応えるため、公立教育・保育施設の統廃合・

集約化や民間活力の導入、保育現場でのＤＸ推進など教育・保育環境の充実に努

めるとともに、保育サービス従事者の資質と専門性を向上し、より質の高い保育

サービスを提供します。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

出生数 344人 300人 

生まれた子どもの数 

妊婦家庭訪問実施率 96.2％ 95.7％ 

妊婦の家庭訪問の実施率（訪問件数÷対象者） 

乳幼児健康診査受診率 99.3％ 98.6％ 

乳幼児の健康診査の受診率（受診者数÷対象者） 

地域子育て支援センター利用登録率 71.5％ 85.0％ 

市内４か所の地域子育て支援センターの利用登録率 

保育施設などの入所率 90.7％ 97.0％ 

保育施設などの利用定員に対する入所率 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １０医療、１１子育て 
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⑶ より良い教育環境の整備 

 ① 学習環境や生活環境の充実 

学校が安全・安心な学びの場になるよう、学校における生活環境の充実を図る

とともに、ＩＣＴ化を推進し、子どもの学習活動の充実を図ります。 

② 教育環境の更なる充実 

子どもたちがより良い環境の中で学び成長していけるよう、将来を見据えた学

校の適正規模・適正配置を推進します。 

③ 夢と希望の実現に向けた支援の充実 

子どもが夢を育み、それを実現するために必要な学びの機会を得るための支援

を行うとともに、望ましい勤労観を育てるためのキャリア教育の充実を図ります。 

④ 地域の教育力を生かした学校運営 

コミュニティ・スクールを推進し、学校と地域が目指すべき方向やビジョンを

共有し、地域の教育力を生かした効果的な教育活動を展開するとともに、学校評

価結果を様々な教育活動に反映させ、学校運営に生かします。 

⑤ 確かな学力と豊かな心を育む教育の推進 

一人一人の発達の段階や能力に応じたきめ細かな教育の充実を図り、異なる価

値観を持つ人々への共感能力を育むとともに、郷土の魅力である日本遺産「里沼」

を活用した探究的な学びを推進し、郷土愛の醸成に努めます。 

⑥ 「自助」や「共助」の意識を育む教育の推進 

たくましく生きる力を身につけた子どもの育成に向けて、地域社会と共に助け

あいながら（「共助」）、自らの命は自ら守る（「自助」）意識が行動につながるよ

う、地域や家庭、関係機関などと連携した防災教育を推進します。 

⑦ 教育活動における食育の充実 

子どもや保護者が食の大切さや食文化などについて学ぶことができるよう、教

育活動全体の中で食育を進めます。 
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 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

全国学力・学習状況調査で全国平均を上回る学校

数（主体性） 

小学校６校 

中学校１校 

小学校 11校 

中学校５校 

全国学力・学習状況調査において、「課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んで

いる」と答えた児童生徒の割合 

全国学力・学習状況調査で全国平均を上回る学校

数（自己有用感） 

小学校６校 

中学校４校 

小学校 11校 

中学校５校 

全国学力・学習状況調査において、「自分によいところがある」と思う児童生徒の割合 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査で全国平均

を上回る学校数 

小学校 

男子７校女子７校 

中学校 

男子１校女子１校 

小学校 

男子・女子 11校 

中学校 

男子・女子５校 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、「体育の授業では、進んで学習に参加してい

る」と答えた児童生徒の割合 

標準学力テストで全国平均を上回る学校数 
小学校 10校 

中学校０校 

小学校 11校 

中学校５校 

全国で実施される標準学力テストにおいて、小学６年生の２教科（国語・算数）の得点が全国

平均を上回る小学校数及び中学２年生の５教科（国語・社会・数学・理科・英語）の得点が全

国平均を上回る中学校数 

小中学生の豊かな心の育成の達成度 
小学校９校 

中学校４校 

小学校 11校 

中学校５校 

小中学校で実施される学校評価における「豊かな心の育成」の達成度（子ども・教師・保護者

による自己評価及び学校運営協議会委員による学校関係者評価の各項目がＡ評価である学校

数） 

新体力テストで全国平均を上回る学校数 

小学校 

男子６校女子４校 

中学校 

男子６校女子１校 

小学校 

男子・女子 11校 

中学校 

男子・女子５校 

全国で実施される新体力テストにおいて、小学５年生の得点が全国平均を上回る小学校数及び

中学２年生の得点が全国平均を上回る中学校数 

教員の ICT活用指導力 90.7％ 100％ 

「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」において教員が自己評価する１６種類の

能力の平均値 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １２学校教育 
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４ 基本目標４「誰もが安全・安心に暮らせる、魅力的なまちをつくる」 

 ⑴ 災害に強いまちづくり 

  ① 防災意識の向上による防災組織の育成 

幅広い世代の防災に対する認識を深め、地域を担う防災リーダーなどの育成を

促すとともに、自助・共助・公助が連携した体制を推進します。 

② 危険箇所の早期発見による安全確保 

道路パトロールによる情報収集及び市民や関係機関と連携した危険箇所の早

期発見と緊急対応を図るとともに関連情報を市民に迅速かつ的確に提供し、市民

の安全を確保します。 

③ 大規模災害に備えた連携体制の整備 

防災拠点機能及び応援協定を生かした受援体制整備の推進を図ります。 

④ 浸水対策の推進 

浸水リスク情報の充実を図るとともに、排水施設の機能強化や計画的な整備、

維持管理に努めます。 

⑤ 総合的な空き家対策の推進 

市民の安全と安心を確保するため、空き家の適正管理や活用などの総合的な空

き家対策を推進します。 

⑥ 消防団の人材育成と設備の充実 

消防団員の人員の確保及び教育訓練を進めるとともに、効率的かつ的確に活動

できるよう各種資機材や施設の充実強化を図ります。 

⑦ 災害予防のための環境整備 

建築物の所有者へ耐震診断及び耐震改修の促進や危険箇所の指摘を行い、災害

を予防するための環境整備に努めます。 

⑧ 国土強靭化計画を踏まえた備蓄の確保 

災害時に対応ができるよう市民や事業者に備蓄を促すとともに、市の備蓄への

取組を推進します。 
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 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

自主防災組織の組織率 93.9％ 100.0％ 

市内６６行政区のうち自主防災組織を組織している行政区の割合 

地区防災計画の策定率※数値目標と同 42.4％ 85.0％ 

市内６６行政区のうち地区防災計画を策定している行政区の割合 

準用河川及び幹線排水路の整備率 78.5％ 79.0％ 

事業計画に定める準用河川及び幹線排水路整備計画延長のうち整備済み延長の割合 

公共下水道雨水きょの整備率 71.3％ 73.7％ 

事業計画に定める雨水きょ整備計画延長のうち整備済み延長の割合 

住宅用火災警報器の設置率 70.0％ 85.0％ 

館林地区消防組合管内の設置率 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ０１防災 
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⑵ 防犯力の強化 

 ① 啓発と相談体制の充実 

詐欺などの被害を未然に防ぐための啓発や情報提供を行うとともに、相談体制

を充実させ、関係機関と連携して市民生活の安全性の確保に努めます。 

② 防犯意識の向上による防犯環境形成 

幅広い世代の防犯意識の高揚を図るため、多様な主体の連携による安全安心な

地域環境づくりを促進します。 

③ 賢い消費者の育成及び消費者トラブルの未然防止 

消費者が悪質商法や特殊詐欺に遭わない「賢い消費者」となるよう、多様な手

法や媒体を活用して啓発を行うとともに、学習機会提供の充実に努めます。 

④ トラブル解決のための的確な消費生活相談の実施 

消費者トラブルで悩んでいる市民に寄り添い、伴走型の消費生活相談を行いま

す。 

⑤ 空き家の適正管理 

空き家対策による良好な地域環境づくりを図ります。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

刑法犯認知件数 607件 500件 

市町村別刑法犯認知件数 

消費生活センターによるあっせん解決率 98.9％ 97.0％ 

消費生活センターによるあっせん（※）の全件数に対して、消費者が納得し問題が解決した件

数の割合 

※「あっせん」：行政が第三者としての中立的な立場で問題に関与し、公平で妥当な解決策に

導くことで消費者を救済するもの 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ０２防犯 
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⑶ 快適な居住環境の確保 

  ① 良質な住宅の供給 

住宅に困窮する低額所得者、高齢者、子育て世帯などの居住の安定の確保が図

れるように、既存住宅のストックの有効活用や効率的な維持管理を推進し、良質

な住宅の供給を行えるよう努めます。 

② 健全な市街地の形成※再掲 

良好な居住環境の形成のため、土地区画整理事業などの推進により健全な市街

地の形成に努めます。 

③ 空き家の利活用の推進※再掲 

市内の空き家を有効活用するために、情報提供や支援など利活用を推進します。 

④ 群馬東部水道企業団との連携強化 

水道管の適正な管理や、老朽化対策などによる安全・安心な水の安定的供給の

ために、群馬東部水道企業団との連携を強化します。 

⑤ ウォーカブルなまちづくりの推進※再掲 

まちのにぎわい再生に向け、移住定住促進などの人口減少対策、商業振興・観

光施策及び都市機能をまちなかへ適正に誘導することと併せ、路地も含めた街路

空間の利活用により、ウォーカブルまちづくりの推進に努めます。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

空き家バンク登録物件利活用件数（再掲） ３件 ５件 

空き家バンクに登録された空き家の利活用件数 

西部第一南土地区画整理事業事業進捗率 

（事業費ベース） 
91.2％ 93.4％ 

総事業費のうち執行済事業費の割合 

西部第一中土地区画整理事業事業進捗率 

（事業費ベース） 
94.5％ 95.5％ 

総事業費のうち執行済事業費の割合 

西部第二土地区画整理事業事業進捗率 

（事業費ベース） 
59.6％ 66.9％ 

総事業費のうち執行済事業費の割合 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２２まちのにぎわい、２３土地利用、２５居住環境 

  



34 

 

⑷ 道路・交通環境の整備 

  ① 幹線道路などの整備 

市内の幹線道路網を体系的に整備し、産業活動、観光振興、救急医療、防災な

ど、拠点性を高める道路整備や、地域の利便性を考慮した道路整備を推進します。 

② 道路の利便性と安全性の向上 

日常の道路パトロールや橋梁の定期的な点検により、修繕や施設の長寿命化を

図るとともに、適切な維持管理を行い安全安心な道路環境を確保します。 

③ 移動の安全性の向上 

歩行者や自転車などが快適に移動できるような道路整備を推進するとともに、

安全対策に努めます。 

④ 連携による交通安全対策の推進 

市民の交通安全意識の高揚を図るとともに、関係機関・団体が連携した総合的

な交通安全対策を推進します。 

⑤ 移動環境の確保 

安定的な移動環境の確保に向け、地域の実情や移動ニーズに適切に対応できる

よう、公共交通の利便性の向上や多様な移動環境の整備を推進します。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

路線バスの年間利用者数 251,641人 266,000人 

路線バスの利用者数 

交通事故発生件数 252件 270件 

館林市内の交通事故発生件数 

市道の整備率 53.3％ 54.0％ 

市道の実延長に対する改良済み延長の割合 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２４道路・交通 
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⑸ 公園・緑地の整備 

 ① 緑化の推進と緑地の保全 

花と緑に親しみを覚え、緑豊かな自然と人が共生できるガーデンシティを目指

し、市民と協働で緑化を推進し、また古くから大切にされてきた平地林や古木の

保全も引き続き行います。 

② 公園・緑地の機能分担や集約 

   施設内容が画一的な公園が多くある一方で多様な特徴や機能を持つ公園もあ

ることから、利用目的や地域の特性・全体的なバランスを考慮した機能の分担や

集約を講じます。 

③ 公園施設の老朽化対策 

   既存の公園について、老朽化が進んでいることから、公園施設の維持管理を徹

底し、長寿命化対策を講じながら、必要な防犯対策を加え、安全で安心な供用に

努めます。 

④ 公園の災害時活用の検討 

災害時には、公園や緑地は緊急避難場所となることから、災害時を想定し、活

用できるよう対策を講じます。 

⑤ にぎわい創出や魅力の向上 

公園活用に官民連携や市民活力を取り入れ、質の向上やニーズを踏まえた、ま

ちのにぎわいにつながる拠点化の取り組みを進めます。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

緑化事業の満足度 98.0％ 100％ 

市の緑化事業に対する満足度 

市民一人当たりの都市公園面積 26.35㎡ 26.35㎡ 

市民一人当たりの都市公園の面積 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２６公園・緑地 
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⑹ 地域コミュニティの強化 

  ① 地域活動の活性化 

地域力向上を図るため、地域が主体的に行う地域活動を支援し、地域の連帯

意識の高揚を図ることに加え、近年移住者が増加していることから、移住者が

地域コミュニティへスムーズに馴染めるような支援に取り組みます。 

② 市民協働のための環境整備 

市民協働の必要性を普及・啓発するとともに、次代のまちづくりを担う人材

の育成に努めることに加え、市民活動や市民協働に関する情報提供・相談体制

を整えるなど、ボランティアや市民活動団体を支援します。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

市民活動に関する問合せ件数 183件 540件 

ボランティアや NPOなどに関する問合せ件数 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２７市民協働 
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⑺ スポーツの振興 

  ① スポーツ環境の充実 

スポーツに対するニーズの把握に努め、体力・目的に応じて誰もが気軽にスポ

ーツを楽しめる事業及び環境づくりに取り組みます。 

② スポーツ活動への支援 

スポーツ団体及び地域の主体的な活動が促進されるよう指導者の養成及び育

成と併せ、ＳＮＳなども活用したスポーツ情報の発信に取り組みます。 

③ 競技スポーツの推進 

国民スポーツ大会の開催及び県民スポーツ大会などへの選手派遣などの環境

整備を図るとともに優れた競技指導者の養成を図ります。 

④ スポーツ施設の適正管理 

安全で利用しやすいスポーツ施設となるよう、適切な維持管理を行うとともに、

設備の充実を図ります。 

 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

スポーツ実施率（週１回以上） 60.6％ 50.0％ 

週１回以上スポーツに取り組んでいる市民の割合 

各種スポーツ教室への参加者数 66人 1,000人 

各種スポーツ教室への参加者数 

スポーツ施設に関する満足度 46.8％ 50.0％ 

安心してスポーツに親しめる施設づくりへの市民満足度 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   １６スポーツ 
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⑻ 持続可能な行政運営 

  ① 総合計画及び総合戦略の着実な実施 

総合計画及び総合戦略を着実に実施するため、ＰＤＣＡサイクルを基本とした、

効果的な評価と進捗管理を行い、成果志向、目的志向に沿った柔軟な事業を展開

します。  

② 行政改革の推進 

民間の優れた手法を取り入れ、変化する時代に的確に対応した行政改革を実施

するとともに、効果的、効率的な組織機構の改革や定員管理を実施します。 

③ 公民連携の推進 

ＰＰＰなど公民連携を図り、質の高い公共サービスを提供するとともに、民間

事業者や大学との連携を図り、魅力ある地域社会形成を推進します。 

④ 近隣市町との連携 

広域的な課題を解決するため、引き続き近隣自治体や関係団体との連携を図り

ます。 

⑤ 財政運営の健全化 

財政の健全性を確保するため、自主財源の確保や各種事業の見直しを進めると

ともに、中長期的な視点に立った財政運営を推進します。 

⑥ 公共施設等の最適化 

変化する市民ニーズを踏まえ、公共施設等の全体状況を把握し、計画的な更新・ 

統合・長寿命化を推進します。 

⑦ 自主財源の確保 

適正かつ公平な市税賦課により税財源を確保するとともに、収納率向上のため

の納税啓発を継続し、口座振替による期限内納付の推進や適正な滞納整理を実施

するほか、ふるさと納税や命名権、基金の運用、クラウドファンディングなど新

たな取組により税外収入を確保します。 

⑧ ＤＸの推進 

「市民サービスのＤＸ」及び「庁内業務のＤＸ」を推進し、「利用者」及び「業

務効率化」の視点を踏まえ、業務の見直しを実施するとともに、デジタル技術の

活用を、サイバー攻撃の高度化・巧妙化を踏まえた情報システムのセキュリティ

強化なども行いながら、効果的・効率的に進めます。 

⑨ 職場環境の改善及び職員の人材育成 

働き方改革を推進し、働きやすい職場づくりを進めるとともに、多様な研修に

より、職員が、高いモチベーションを持って新たな社会の課題に取り組めるよう、

人材育成に努めます。 
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 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

（令和 12年度） 指標の内容 

第八次行政改革大綱の取組状況割合 ― 100％ 

第八次行政改革大綱における全推進計画のうち、取組状況が「計画通り」、「計画以上」、

「計画完了」となる計画の割合 

経常収支比率 
96.4％ 

（令和５年度） 
95.6％ 

財政構造の弾力性を示す指標 

※比率が低いほど財政構造に余裕がある（新たな行政需要に対応しやすい）とされる 

ふるさと納税寄附金額 2.1億円 3億円 

本市に寄附されたふるさと納税の寄附金額 

電子申請の利用件数 41,373件 100,000件 

電子申請や市公式 LINEなどを用いたオンライン申請の件数 

 

≪館林市第６次総合計画（後期基本計画）における関連分野≫ 

   ２９行政活動 

 

 


